
東南 ア ジア都市論

加 藤

東南アジア島填部の 「地域性」を議論す る場合、重要な 「地域性」の一つとして考え られる

ものに 「アダッ ト」がある。 ここでは、東南 アジア島娯部の 「地域性」としてのアダッ トの中

身はどのよ うに理解 され るのか、を議論するので はなく、む しろアダッ トがどのよ うに概念化

され、また、マチ/都 市が 「アダッ ト」の概念化 とどの様に関わ ったのかを、三つの歴史的位

相ない し段階に分けて考えてみたい。 「東南アジア都市論」ではないことをお断 りしてお く。

第一の歴史段階は、マラッカ王国を核 として形成されたマレー世界におけるアダ ットの位置

づ けである。 「マ レー世界」(AlamMelayu)と いう概念は、マラッカ王国が本格的にイス

ラーム化 した15世 紀半ば以降に出てきた ものである。 ここでアラビア語起源のralam」 とい

う言葉で表現 される世界は、単に目に見える世界だけで はなく、ス ピリット、霊の棲む世界を

も含む。 「イスラーム国家」や 「マレー国家」ではな く、 「マ レー世界」とい う形で概念化 さ

れた ことが重要である。結論を先取 りしてい うと、イスラーム国家の理念的特徴の一っは、イ

スラーム法、シャリーアによ って、政治や社会生活を律す ることだが、 「マ レー世界」では、

すべてがシャリーアに拠 ったわけではないということである。

私が専 門に して いるスマ トラの ミナ ンカバ ウ社会 に も、 「ミナ ンカバ ウ世界」(Alam

Minangkabau)と いう言葉があ り、 この言葉の私 なりの解釈を通 じて、 「マ レー世界」の意

味を考えることか ら始めたい。文献学的に、17世 紀後半には 「ミナ ンカバ ウ世界」 とい う言葉

が使われていたことが知 られる。 「ミナ ンカバ ウ世界」には三種の王(ラ ジャ)が 存在 した。

ラジャ ・アラム(RajaAlam)、 ラジャ ・イバダ ッ ト(RajaIbadat)、 ラジャ ・アダ ッ ト

(RajaAdat)で ある。 この うち、イバダ ットとアダッ トは、よくいわれるようにイスラーム

(な い しイスラーム法)と アダ ッ ト(慣 習法)の 対比 として理解す ることも可能だが、イス

ラームと言わず になぜイバダッ トと言 ったのか、そ してイバ ダットとアダッ トという対比 との

関係で、アラムはどのように位置づけられるのかがここでの問題 となる。

なぜ イバ ダッ トなのかにっいては、イスラーム法の分類を考え る必要があ りそうである。 イ

スラーム法 は大 きくイバダー ト(ibadat)と ムアーマラー ト(muamalat)に 分けられ ると言

う。前者は礼拝や断食のように五柱に関わるものが中心であ り、良 きムスリムがア ッラーとの

関係 において成 すべ き行為を さす。イバ ダー トは、いわば人間 とア ッラー、人間 とあの世

(baka/akhirat)の 関係を律す ると言え る。 これに対 して、ムアーマラー トは、結婚や相続

に代表 され るように、人間と人間、基本的にはムス リムとムス リムの関係を律するもので、 こ
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の世(fana)に 関わ るものである。興味あるのは、イバ ダー トは、イバ ダッ トと してマ レー

語/イ ン ドネシア語に取 り入れ られたのに対 し、ムアーマラー トはそ うではないことである。

この語はramal」 という言葉に置 き換え られ、 「善行」として解釈されている。 ムス リムと

しての善行 とい う含意はあ って もムアーマラー トに比べ ると、この語にはイスラーム法への準

拠づけが薄いと言わざるを得ない。

それではムアーマラー トに当たる言葉 として使われた言葉は何なのか。それがアダ ッ トだ と

私は考えている。慣習、 しきた りを意味するアラビア語のアーダを語源とするこの言葉は、世

界のイスラーム社会の中で も、東南 アジア島懊部で もっとも重要性を帯びて使われているが、

これもムアーマラー トに代わる言葉 として使われるようにな ったか らではないだろうか。

「ミナンカバ ウ世界」が内包する三種の王は、イスラーム化以降に形成 された世界観を敷術

して いると私は考えている。 この世界観のもとでは、まずあの世 とこの世があ り、それ らを律

して いるのは、それぞれイバダ ットとアダ ットである。そ してあの世 とこの世を包摂するもの

と してアラムがある。 アラムの王 はラジャ ・アラムだが、歴史的に見て、 「ミナ ンカバ ウ世

界」で もっとも重要だったのはラジャ ・アラムであ り、他の二種のラジャは、タイ トルと して

は語 られても、18世 紀以降その歴史的実在性 は希薄である。この二種の王の設定は、権 力の分

割 よりも、アラムに包摂 され る二つの領域(realm)の 存在を明確にすることだ ったのであろ

う。アラムのもとにイバダッ トとムアーマラー トでな く、イバダ ットとアダ ットを想定す るこ

とによって、イバダ ッ トにおいてはイスラーム法そのものが順守 され、他方結婚、相続 などに

おいては、イスラーム化以前の慣行をも一部残存 させた ものがアラ ビア語のアダッ トとして総

称 され ることによって、イスラーム法に叶 うもの として(再)解 釈 され るに至ったのではない

だろ うか。 この意味で 「死」一 「あの世」と関わるイバ ダッ トはマ レー世界において斉一だが、

「生」一 「この世」に関わるアダッ トは、より多様性に富む余地を有す ると言える。ちなみに、

興味深いことに、先 に述べたアマルという言葉はマグ リブのベルベル人の間に も存在す るそう

で、それ もアダ ットと同 じような意味で使われているという。なお、アダ ットと総称 されるに

至 った 「慣習」は、 この名称が存在 しなかった時代に比べ、はるかに強い強制力と、 より広い

流通性を持つに至ったであろう。

ラジャ ・アラムは、イスラームの脈絡で言えば、スルタンない しアッラーの この世の代理人

としてのカ リファであり、ラジャ ・アラムもこれ らのタイ トルを用いている。スルタンない し

カ リファは人間であ るにもかかわ らず、この世 とジン(jin)な どの棲む霊の世界の支配者で

あり、あの世への橋渡 しをする存在でもある。それだけ、ラジャ ・アラムやスルタ ンの"力"
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は 強 く、 畏 れ 多 い も の で あ る こ とに な る。 「ミナ ン カ バ ウ世 界 」 の 意 味 を この よ う に理 解 して

い るが 、 こ う した ア ラ ム の 概 念 は 、 そ も そ も 「マ レー世 界 」 と い う概 念 に影 響 を 受 け た も の で

あ ろ う と私 は 考 え て い る。

「ミナ ン カ バ ウ世 界 」 に お け る ア ダ ッ トを 考 え る と、 母 系 制 と い う ミナ ンカ バ ウ ・ア ダ ッ ト

の イ メ ー ジ もあ って 、 ア ダ ッ トは現 在 一 般 的 に 理 解 され て い る よ うに 、 極 め て ロ ー カ ル な もの 、

ム ラ に 関 係 づ け られ る もの と して 捉 え られ る 。 ま た 、 ア ラ ビア か ら遠 隔 の 地 に あ る 東 南 ア ジ ア

島 颯 部 で は 、 イ ス ラ ー ム は 、 土 地 土 地 の 歴 史 ・文 化 と擦 り合 わ せ を す る よ うに して 、 平 和 的 か

っ 自主 的 に受 容 さ れ た ゆ え に 、 「ア ダ ッ ト」 に お け る多 様 性 の 幅 も大 き い と 予 想 さ れ る 。 しか

し、 本 来 ア ダ ッ トと い うの は 、 む し ろ"都 会 的"な もの で は な か っ た の か と 思 う。 マ レー の 諺

に"ラ ジ ャの い る と こ ろ に は ア ダ ッ トが あ り、 ラ ジ ャ の い な い と こ ろ に は ア ダ ッ トが な い"

(Adaraja,adaadat.Tiadaraja,tiadaadat.)と い うの が あ る。 こ の 諺 が 示 す よ う に 、 ア

ダ ッ トと い う概 念 は 、 イ ス ラ ー ム受 容 の 橋 頭 墾 と な っ た ミヤ コを 中 心 に 発 展 し た もの で あ る 。

ミヤ コ と は 、 マ レー で い う と こ ろ の ヌ グ リ(negeri)で あ る。 ヌ グ リ に は 王 宮(istana)、 市

場(pasar)、 モ ス ク(mesjid)が あ る 。 こ う した 場 所 で の ム ス リム 同 士 の 行 動 を 律 す る もの

と して ア ダ ッ トが あ る。 そ れ は ミヤ コ人 と して の 教 養 、 洗 練 、"文 明"で あ る 。 ヌ グ リ と い う

ミヤ コ は 、 ヒ ン ドゥ ー期 の そ れ と違 って 極 め て 模 倣 し易 い 範 型 で あ る。 王 宮 に は王 の 謁 見 の 場

(balairong)が あ る が 、 た とえ ス ル タ ンや ラ ジ ャが い な く と も、 ア ダ ッ トを 語 る場 と して の

バ レ ・ア ダ ッ ト(balaiadat)を 作 り、 市 場 と モ ス クを 作 る こ と に よ って 、 ヌ グ リに 似 た 形 を

整 え る こ とが 可 能 で あ る 。 イ ス ラ ー ム 化 以 降 、 島 喫 部 に お い て ラ ジ ャの 数 が イ ンフ レ状 態 で 増

え た と い う印 象 を 持 って い る が 、 こ れ も、 ヌ グ リと い う模 倣 し易 い ミヤ コの 性 格 に 由 来 して い

るの で あ ろ う。

ヌ グ リに 対 比 され る もの は何 か と い う と、 現 在 マ レー 語/イ ン ドネ シ ア 語 で ム ラ を さす 言 葉

と して 使 わ れ て い る カ ンプ ン(kampung)で は な く、 ドゥ ス ン(dusun)で は な い か と私 は

考 え て い る。 そ もそ も カ ン プ ンは ム ラ と い う よ り は 人 や 建 物 の 集 ま りを 意 味 す る よ うで あ る。

これ に 対 して ドゥ ス ン は森 、 小 集 落 、"粗 放 農 業"の イ メ ー ジ と結 び 付 く。 ヌ グ リ とい うの は、

典 型 的 に は 海 岸 や 河 川 沿 い に立 地 し、 人 口 や 家 屋 の 密 度 が 高 く、 農 業 と い う活 動 が 見 え に くい

空 間 で あ る。 そ こ に は ア ダ ッ トが あ る。 他 方 ドゥ ス ンに は モ ス ク も市 場 もバ レ ・ア ダ ッ トも な

け れ ば 、 ア ダ ッ トもな い。 「ヌ グ リ」 と 「ドゥス ン」 を 両 極 と して 、 ア ダ ッ トの 顕 現 す る空 間

の コ ンテ ィニ ュ ア ム が 存 在 して い た の で あ ろ う と想 像 して い る。

ア ダ ッ ト概 念 の 第 二 の 歴 史 段 階 は植 民 地 時 代 で あ る。 こ こで は イ ン ドネ シ ア に つ い て の 話 に
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限 定 す る 。 私 自身 、 イ ン ドネ シ ア の 事 情 に い く らか は詳 しい と い う こ と もあ る が 、 イ ン ドネ シ

ア に お け る オ ラ ン ダ と比 べ た と き 、 マ ラ ヤ に お け る イ ギ リ ス は あ ま り ア ダ ッ トを 問 題 と しな

か った と い う違 いが あ る 。 イ ギ リス に と って の 関 心 は ア ダ ッ トの 理 解 で あ る よ り は 、 マ レ ー半

島 に 多 数 存 在 した ス ル タ ンで あ り、 ス ル タ ン の 編支 配 した"各 ヌ グ リの 歴 史 を 知 る こ と だ っ た。

イ ス ラ ー ム 法 や ア ダ ッ トは 、 も っぱ ら ス ル タ ンの 専 念 事 項 と して 残 さ れ る こ と に な る 。 「ア

ダ ッ ト」 に拠 れ ば 、 ヌ グ リ内 の 総 て の 土 地 は ス ル タ ンの 所 有 に な る と"理 解"し た イ ギ リス は 、

マ ラ ヤ に お け る 土 地 台 帳 の 作 成 に あ た って 、 ス ル タ ンと の 交 渉 の の ち は 、 オ ー ス トラ リア で 使

わ れ た トレ ンス 法 を 導 入 し た が 、 これ な ど も 、 ア ダ ッ トに 対 す る イ ギ リス の 無 関 心 、 あ る い は

無 関 心 で い られ た 状 況 を よ く物 語 って い る。

よ く言 わ れ る よ う に 、 東 南 ア ジ ア にお け る植 民 地 支 配 は、19世 紀 に な る と点 と線 の 支 配 か ら、

面 の 支 配 へ と そ の 性 格 を 変 え た 。 そ れ に伴 い 、 植 民 地 行 政 機 構 が 拡 充 整 備 され 、 「原 住 民 」 社

会 と の 接 触 が 拡 大 増 加 す る こ とに よ って 、 そ して ヨー ロ ッパ 資 本 の 進 出 促 進 を も含 む 植 民 地 統

治 の た め の 必 要 もあ って 、 植 民 地 研 究 の 進 展 が 見 られ た 。 こ れ らの 変 化 が 意 味 して い た こ と の

一 っ は
、 植 民 地 支 配 に お け る 法 の 整 備 で あ る。 農 地 法(1879年)や ム ス リム の た め の イ ス ラ ー

ム 法 裁 判 所 の 制 度 化(1882年)が この 例 で あ る 。 も う一 っ の 意 味 は、1901年 に 宣 言 され た 倫 理 政

策 に体 現 さ れ る に い た る と こ ろ の 、 「原 住 民 」 社 会 の 文 化 ・慣 習 の 理 解 と尊 重 を 志 向 す る意 識

の 増 大 で あ る。 こ う し た 流 れ の 延 長 線 上 に 、 成 文 法 と して は把 握 で き な い が 、 「土 着 」 の

「法 」 と して 重 要 視 さ れ た ア ダ ッ トに 対 す る オ ラ ンダ の 関 心 が 位 置 づ け ら れ る 。"慣 習 法"

(adatrecht)と い う 言 葉 が 「創 造 」 さ れ 、フ ォ レ ン ホ ー フ ェ ン(C.vanVolenhoven)が1901年 に

レイデ ン大 学 の ア ダ ッ ト法研 究 の 初代 教 授(ProfessoroftheConstitutionalandAdministrative

LawoftheDutchOverseasTerritoriesandoftheAdatLawoftheNetherlandsEast

Indies)に 任 命 され 、彼 の も とでrア ダ ッ ト法 集成 』(Adatrechtbundels,1910～55,45volumes)

や 『ア ダ ッ ト法 事例 集 』(Pandectenvanhetadatrecht,1914～36,10volumes)が 編 纂 され る

に至 る。

オ ラ ンダ の 手 に よ って 「慣 習 法 」 と して 概 念 化 さ れ た ア ダ ッ トに お い て 、 マ チ と の 関 係 は ど

の よ うな もの だ った の か 。 植 民 地 時 代 の マ チ は コ タ(kota)で あ る 。 本 来 マ レ ー語 の コ タ に

は マ チ の 意 味 が な く、 元 々 は 砦 や 要 塞 を 意 味 す る サ ン ス ク リ ッ ト起 源 の 言 葉 で あ る 。 イ ン ドネ

シ ア 語 に お い て の み コ タ は マ チ を 意 味 す る が 、 バ タ ビ ア の 中 心 地 と して の オ ラ ン ダ の 要 塞 、 っ

ま り コ タが 、 固 有 名 詞 の よ う に 使 わ れ(現 実 に コ タ は 他 所 で も固 有 名 詞 の よ うに して 使 わ れ た

事 例 が 多 い)、 オ ラ ンダ 植 民 地 支 配 の 拡 大 に と もな って 、 や が て 「マ チ 」 と して 普 通 名 詞 化 す
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ることによって、イ ン ドネシア語のコタがマチを意味す るようになったのだろ うと私は考えて

いる。マ レー語のヌグ リの意味は ミヤコでありクニであるが、英領マラヤではスルタンとヌグ

リを補強 ・温存 したままの間接統治であったために、マチを意味す る言葉が生 まれなか ったの

であろう。マ レー語で、ある程度マチに対応す る言葉はパカ ン(pakan,pekan)で あるが、19

世紀後半以降、パカ ンは華人商店の並ぶ商いのマチであり、 コタとはその意味合いを異に して

いる。

コタは何か というと、大小 さまざまなレベルにおけるオランダ植民地権力の所在地といえる。

ミヤコとしてのヌグ リと違って、西洋的建造物、たとえば役所や警察署、郵便局に端的に示さ

れるように、それは 「原住民」によって模倣することのできないものである。マチと対比 され

るの は、 ムラ、っまりカ ンプ ン(kampung)で ある。マチが、近代、民族的混清、アダッ ト

の希薄さと成文法の優位で特徴づけられ るとすれば、ムラは、伝統、 「原住民」、アダ ッ トに

よって特徴づけられ ることになる。イスラーム法対慣習法 という、両者を対立 させて認識する ・

枠組みとともに、現在われわれがアダッ トの概念と して理解 していることは、そのほとん どが

この時代に作 られた もの と言え るのではないだろうか。

第三の歴史段階は、現在のスハル ト体制下(1968～)に おけるアダッ トの理解である。スハ

ル ト政権の関心事 は、アダッ トを国民国家のなかにいかに位置付けるかである。 インドネシア

ではナシ ョナ リズムの過程で、すでに植民地時代に 「イン ドネシア民族」(bangsa)が 想像

され、創造 された。イン ドネシア民族を構成す るのはイン ドネシア諸種族(sukubangsa)で

ある。文化的にこの二っに対応す るのが 「国民文化」(kebudayaannasional)と アダ ットで

あると言える。 「国民文化」という言葉 は、 しば しば口にされる割には実態 に乏 しい。今のと

ころ独立五原則であるパ ンチャシラが、現実的にはイン ドネシア民族の精神的 ・文化的紐帯 と

して強調 されている。種族文化に相当す るアダッ トは文化的遠心力を有する。スハル ト体制下

では、行政単位の下にアダッ トを組み込む ことによ って、アダットの持っ文化的遠心力を規制

しようと している。スハル ト政権にとって、国家の基本単位はイン ドネシア共和国を構成す る

27の 州であ り、種族やアダッ トは、これ らの行政単位に包摂 される存在 にしかす ぎない。こう

した認識の もとに、行政単位毎の当該州の(諸)ア ダットの力タログ化が推進されてきた。そ

こでアダッ トとして理解 され表現されるのは、往々にして踊 りや音楽などの芸能であ り、結婚

衣装や建築様式である。芸能化され、カタログ化 されたアダッ トは、州都にある博物館や首都

のジャカルタにある 「タマ ン・ミニ」公園に展示されている。アダッ トは今や、観光資源 とし

ても利用 されているのである。
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このようなスハル ト体制下でのアダッ トのあり方 は、文化的遠心力を削いだ形でアダッ トを

国民国家の枠組みに組み込んだだけではな く、単なる政党に対する5年 に一度の投票行動を通

じての国民国家への参加 とは異なる、 アダ ッ トをとお しての文化的 リプ レゼ ンテーション、

「アダ ッ トを通 じてお前達 は国民国家のなかに不断に代表されている」 という、国民国家への

ある種の民主主義的参加の幻想を抱かせ る仕組みにもなっている。

まとめとして、三っの歴史的段階ない し位相 において、アダ ットとマチ/都 市 との関係が ど

のよ うな もので あったか にっいて、 もう一度振 り返 ってみたい。15世 紀に ヌグ リ ・ム ラカ

(NegeriMelaka)「 マラッカ王国」において概念化された「マ レー世界」(AlamMelayu)に

あっては、アダッ トはイバダ ットと共に、アラムに包摂 され る人間の二っの行動領域

(realm)を 構成 していた。イバダッ トを規定 していたのはコーランであ るの に対 し、アダッ

トを規定 していたのは ヌグリであ り、なかんず く王宮であった。現実には、当時手書 き筆写の

コーラ ンへのアクセスを持 っていたのは主 として王宮であ り、またスルタ ンはイバ ダッ トとア

ダッ トを統括す る存在であ ったろうか ら、 ヌグリ、つまりミヤコこそが、イスラーム化の もと

で概念化 され受容されたイバ ダッ トとアダッ トの発信源であった。

ヌグリ ・ムラカを起点 として、イバダッ トとアダ ットは、 「マレー世界」のなかで二っの方

向に拡散 していった。一っは、ヌグリが模倣 され、増殖することによ って 「マ レー世界」のな

かで水平的に拡散 したことである。 もう一つは、 ヌグ リ内において、 「ヌグ リ」 と 「ドゥス

ン」の間に存在する 「ムラ」への垂直的な拡散である。いずれの場合 も、イバ ダッ トとアダッ

トの拡散は表裏一体をな していた と思われ、 これは ミヤコを起点とする 「マレー世界」のイス

ラーム化の過程 と切 り離 して考えることはで きない。

オラ ンダ植民地時代、 とくに19世 紀後半以降は、アダ ットはむ しろムラ、伝統、 「原住民」

の ものと して、植民地権力、マチによって規定され、マチとムラを差異化す るものとして理解

されるに至 る。

スハル ト体制下では、アダッ トは種族や地方 と関係づけ られて概念化されて いるが、その中

で首都、州都、郡都などのマチは、アダッ トを国民国家のなかに組み込むための結節点 として

機能 していると言えよ う。

東南アジア島蝦部の 「地域性」の例としてアダッ トを取 り上げ、アダッ トの概念化の歴史を

検討することによって、 「地域性の形成論理」 さらには 「地域性の形成論理」 と都市との関係

を考える手がか りが得 られれば、と論を進めて きた。地域性の形成を語るにあたっては、歴史

的、地理的比較の枠組みを持つことが重要であ るとい うのが、 とりあえずの結論である。
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コ メ ン ト

山 下 晋 司

「地域性の形成論理」班の座談会 「文明と地域性」(r総 合的地域研究』第2号)で 、東京

大学の桜井由躬雄 さんが 「地域性」というものを、文明が持 っている世界性とか普遍性に対立

するもの として捉えている。そういう視点か ら考えみると、 「地域性」 とは、文明あるいは世

界システムが、基層社会に波及 した時の、いわば抵抗のようなもの として捉え られ るのではな

いだろ うか。 この場合の文明は、東南アジアにおいては、歴史的にヒンドゥーか らイスラーム、

近代文明、国民国家に至るまでい くつかの形態があ る。今 日の加藤さんの発表 は、イスラーム、

次に植民地主義(ヨ ーロッパ近代文明)、 さらに国民国家 という文明の波及の歴史の諸段階で

今日のマ レーシア、イ ンドネシア地域における 「地域性」というものがどのように形成、ある

いは再編成 されていったのか、 とくに 「地域性」を表すアダ ットなるものが、 どのように歴史

的に変遷を遂げていったのか、 という発表だったと私 は理解 した。

私はイン ドネシア、スラウェシの トラジャという民族を研究 しているのだが、加藤 さんの発

表に刺激されて、20世 紀の初頭に トラジャにキ リス ト教が入って きた時、それがどのように受

け止められ、アダ ットとの関係はどうだったのか、を考えてみた。 トラジャの場合、キ リス ト

教は、いわば信仰 という心の問題 として、あるいは教育や政府に結 び付 いた ものとして、普遍

的な もの、あるいは地域の外に広が ってい くものとして受け入れ られていった。逆にアダッ ト

は、 「マ レー世界」におけるアダ ットと同様、 「この世」的な ものとして、あ るいは自分達の

民族のアイデ ンティティに関係 した ものとして捉え られた。その結果、いわばアダットは トラ

ジャのホームラン ドの中に閉 じ込あ られていったと言 ってよい。

次に、現代イン ドネシア国家の国是であるパ ンチ ャシラとアダッ トの関係についてだが、加

藤さんは触れられなかったが、パ ンチャシラの第一条に、 「イ ンドネシア国民たるもの、すべ

からくその唯一なる神を信仰 しなければならない」という規定がある。 このことか ら生 じるの

は、必ず しも唯一なる神を信 じていなかったヒン ドゥーイス トや、 アニ ミス トはどうなるのか

とい う問題だ。 クリフォー ド・ギアツが論 じたように、この問題は1950年 代後半のバ リで大い

に議論 され、最終的に1962年 に 「バ リ・ヒン ドゥー」は国是にそった 「アガマ」(宗 教)と し

て公認 された。そ して、1969年 には、 トラジャの 「アル ク ・ト・ドロ」 というアニ ミスティッ

クな伝統宗教は、「ヒン ドゥー」の名の もとに公認されている。ここにはアダ ットが国家の中で

いわば飼 い馴 らされ、 「アガマ」(宗 教)と いう枠組の中に位置づけ直されるということがある。
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さらに都市においてアダ ッ トが飼 い馴 らされてい くとい うこともある。例えば、 もともと宗

教を持たなかった人 々が都市 に出る際に、ムス リムあるいはキ リス ト教徒 になる。そ して都市

部においてはアダッ トよりはアガマが重要なわけだ。 これは加藤さんが指摘す るように、オラ

ンダの植民地下 においてアダ ットが都市か ら村落へ転移 したという問題の延長上に捉え られる

か もしれない。

加藤 さんは、 「マ レー世界」においては、アダッ トは ミヤコ(negeri)の 中心 にある王の も

とにあ り、 そこでは教養 や洗練を意味 した と言 う。 そ うすると、この場合のアダ ットは 「文

明」を表わ しているわけで、 「地域性」を表わす ものと してのアダッ トとは異なる。これは重

要なポイン トだと思われるので、 もう少 し説明 いただけないだろうか。

また、 ミヤコにあったアダッ トは、植民地化の歴史を通 して変容 してい く。つまり王の場所

が解体され、同時にアダッ トの場所が、 ミヤコか らムラへ移るというわけだ。その段階で、オ

ランダの慣習法研究が大 きな成果を果たしたということだが、いったいなぜそのような展開が

生 じたのか。よ く言われ るように、 これはオランダがイスラームに対 して敵対的だ ったか らな

のだろうか。

私 の理解 したところでは、加藤 さん は今 日の話で 「文明としてのイスラームと地域性」とい

うテーマを扱 ってお られたわけだが、これが他の宗教、例えば仏教だとか、最初 に触れたキ リス

ト教の場合だったら、どうなるのか。またアダッ トに代わる別の個別性の指標、例えばエスニ シ

ティなどの場合、同様なことが言えるのかどうか。これらについて もお答え頂ければ幸いである。

質疑応答

田中耕司 土地や資源の利用問題等の法的な

整備や制度化において、どんどん国民国家の

枠がかぶさっていると思 うが、その制度化の

動きに対するカウンターアクションとして、

アダットは今どんなふ うに生 きているのか。

また地方と中央の対比で考えた場合、エコノ

ミーの問題に関わるアダットというのは、ま

だカウンターパワーになり得 るのかをお聞き

したい。

加藤 ミナンカバウ社会での私の限 られた経

験では、そういう問題に関係 してくるのは、

radatrecht」のインドネシア語訳の フクム ・

アダ ットというアダット法だと思 う。20年 ほ

ど前 はこの言葉をよ く聞いた。それは、ア

ダッ ト法ゆえに経済発展が阻害されているの

だという議論 と、逆にアダ ット法ゆえに小さ

い民の生活基盤が守 られているという議論

だった。最近は、そういう議論はあまり聞か

ない。

ミナンカバ ウは母系制社会で、母系氏族の
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長がいるわけだが、彼 らの組織は!971年 のス

ハル ト政権の最初の選挙の前に、体制の与党

組織に取 り込まれて しまったため、下にいる

母系氏族のメンバーの利害を守る立場にはな

い。また先ほどのマチとムラの議論でいくと、

アダッ ト法をもって国家権力の村人の生活へ

の侵入を守る役目のプンフルは、本来、ムラ

に住んでいる人でなければならないのに、今

や教育を受けた町住みの役人が競 ってプンフ

ルになりたがっている。現実に村人 も、政府

とコネのある人にな って もらう方がいろんな

面で都合がよく、両方の利害が一致 している

という状況がある。っまり今や、アダット法

より政治的コネのほうが重要なのである。

スハル ト政権は、土地や村落行政組織に関

係するアダ ットは一切問題にしていない。今

一生懸命やろうとしていることは主に国民か

らの税収を増やす ことである。 これまでア

ダット法が関わっていた経済や土地等に関す

るものを、行政はアダッ トとは言わない。ア

ダットは根本的に儀礼の問題であり、芸能の

問題であるという規定づけを益々強 くしてい

る。

富沢寿男 現代のアダッ トのカタログ化は、

遡ればオランダのアダッ ト研究におけるカタ

ログ化とっながって くるのかもしれない。植

民地支配以前、イバダットに対 してアダット

の方が多様であったと言われるが、その場合、

それはカタログ化 しうるよりも、個々の地域

性を示すような、カタログ化がしにくいとい

う意味での、多様であったというふ うにお考

えなのか。そうでないな ら、アダットとして

当時考え られて いた ものには何か共通性が

あったのかどうか伺いたい。

加藤 アダットがイバダ ットに対 してより多

様だと言 ったのは、両者の対比を強調するた

めだったが、この対比がより顕著になるのは、

むしろ植民地時代の理解や、現在我々が理解

しているアダットの議論においてであり、私

の発言はこれ らの議論に引っ張られた点が多

分にあったと思 う。 「マレー世界」における

ヌグリの間では、王宮を中心 に模倣 されて

いった儀式、言葉遣いなどのアダ ットにおい

て共通性が多か ったであろう。他方、 「マ

レー世界」の時代から植民地支配の貫徹する

時代の間に、アダットとして示されるものの

内容は、 ミヤコか ら 「ムラ」へと広がること

によって、その多様性を増大 していったと思

われるが、この過程がどのように進行 したの

かについては、今後の課題としたい。
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